
 
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の
運
用
等
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

国
家
戦
略
特
別
区
域
の
新
規
指
定
及
び
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
追
加
の
規
制
改
革
事
項
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、

特
別
の
関
係
に
配
慮
し
て
特
定
の
地
域
や
企
業
等
に
利
益
を
誘
導
し
た
と
の
疑
念
を
国
民
に
持
た
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十

分
留
意
し
、
情
報
公
開
の
徹
底
に
よ
り
、
そ
の
指
定
及
び
決
定
に
至
る
過
程
の
透
明
性
・
公
正
性
を
確
保
す
る
こ
と
。
ま

た
、
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
始
め
と
す
る
各
種
の
会
議
の
議
事
要
旨
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
追
加
の
規

制
改
革
事
項
の
う
ち
法
改
正
を
行
う
事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
議
の
終
了
後
速
や
か
に
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。 

 

二 

国
家
戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
の
中
立
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
民
間
議
員
等
が
私
的
な
利
益
の
実
現
を
図
っ
て
議
論

を
誘
導
し
、
又
は
利
益
相
反
行
為
に
当
た
る
発
言
を
行
う
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
民
間
企
業
の
役
員
等
を
務
め
、
又
は
大

量
の
株
式
を
保
有
す
る
議
員
が
、
会
議
に
付
議
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
と
き
は
、
審
議
及
び
議

決
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
各
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
特
定
事
業
を
実
施
す
る
と
見
込
ま
れ
る
者
を
公
募
す
る
場
合
に
は
、
十
分
な
募

集
期
間
を
設
け
る
な
ど
、
手
続
の
公
正
性
・
公
平
性
の
確
保
に
留
意
す
る
こ
と
。 

 

三 

現
在
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
十
区
域
の
評
価
結
果
を
踏
ま
え
、
個
々
の
事
業
の
進
捗
状
況
や
規
制
改
革

平

成

二

十

九

年

六
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メ
ニ
ュ
ー
の
活
用
が
不
十
分
で
あ
る
な
ど
、
評
価
が
著
し
く
低
い
区
域
に
対
し
て
は
、
そ
の
改
善
に
向
け
た
取
組
の
状
況
に

進
展
が
見
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
指
定
の
解
除
を
含
め
、
厳
格
に
対
応
す
る
こ
と
。
ま
た
、
可
能
な
限
り
定
量
的
な
評
価
を

行
う
た
め
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
計
画
に
あ
ら
か
じ
め
数
値
目
標
を
定
め
、
そ
の
達
成
度
を
測
る
な
ど
、
国
民
に
対
し
て
分

か
り
や
す
い
形
で
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
事
業
の
進
捗
に
つ
い
て
は
、
数
値
目
標
を
活
用
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
よ

り
管
理
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

四 

各
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
規
制
改
革
メ
ニ
ュ
ー
の
活
用
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
新
規
事
業
を
掘
り
起
こ
す
な
ど
、

事
業
の
具
体
化
を
図
る
上
で
、
特
区
の
活
動
を
支
え
る
人
材
の
重
要
性
に
鑑
み
、
特
区
推
進
共
同
事
務
局
の
活
用
や
国
と
関

係
地
方
公
共
団
体
と
の
人
事
交
流
の
推
進
等
に
よ
り
、
人
材
の
育
成
・
確
保
を
支
援
す
る
こ
と
。 

 

五 

国
家
戦
略
特
別
区
域
小
規
模
保
育
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
の
保
育
に
関
し
、
同
年
齢
の
子

ど
も
と
の
触
れ
合
い
の
中
で
協
調
性
や
社
会
性
を
育
む
重
要
な
段
階
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
限
ら
れ
た
空
間

の
中
で
活
動
量
の
異
な
る
異
年
齢
の
子
ど
も
が
集
団
で
保
育
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
安
全
管
理
対
策
に
万
全

を
期
す
る
こ
と
。 

 

六 

新
た
に
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
事
業
の
指
定
試
験
機
関
と
な
る
法
人
に
つ
い
て
、
試
験
実
施
機
関
と
し
て
の
適

格
性
・
公
正
性
の
確
保
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。
ま
た
、
政
府
は
、
待
機
児
童
問
題
の
解
消
に
不
可
欠
な
保
育
士
の
更
な
る

確
保
に
向
け
、
保
育
士
の
処
遇
の
改
善
を
始
め
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
潜
在
保
育
士
」
の
再
就
職
支
援
の
た
め
の
取
組
を
一

層
強
化
す
る
こ
と
。 

 

七 

国
家
戦
略
特
別
区
域
農
業
支
援
外
国
人
受
入
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
外
国
人
技
能
実
習
制
度
に
お
い
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
諸
課
題
も
踏
ま
え
、
外
国
人
材
に
対
す
る
人
権
侵
害
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
、
日
本
人
就
農
者
と
同
程
度
の
賃
金
水

準
を
確
保
す
る
こ
と
、
労
働
時
間
や
休
日
、
休
暇
等
の
適
切
な
就
労
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
よ
り
就
労
期
間
中

の
失
踪
を
防
止
す
る
こ
と
、
特
定
機
関
等
に
よ
る
不
当
な
利
益
追
求
を
防
止
す
る
こ
と
等
、
事
業
運
営
の
適
正
化
を
確
保
す



る
た
め
、
適
正
受
入
管
理
協
議
会
を
核
に
、
特
定
機
関
及
び
農
業
経
営
体
等
に
対
す
る
監
督
及
び
指
導
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
本
事
業
の
全
国
展
開
に
つ
い
て
は
、
国
内
全
産
業
に
お
け
る
賃
金
や
就
労
環
境
の
低
下
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
見

極
め
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会
や
日
本
人
就
農
者
に
与
え
る
影
響
等
に
つ
い
て
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
判
断
す
る
こ
と
。 

 

八 

国
家
戦
略
特
別
区
域
内
に
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
、
場
所
や
時
間
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟
な
働
き
方
で
あ
る
テ
レ

ワ
ー
ク
の
推
進
に
向
け
た
相
談
拠
点
を
整
備
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
従
来
の
働
き
方
よ
り
も
か
え
っ

て
労
働
時
間
が
増
加
す
る
な
ど
、
労
働
環
境
の
悪
化
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
や
セ
ミ
ナ
ー
の
開

催
等
、
事
業
主
・
労
働
者
に
対
し
て
、
適
切
な
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

九 

我
が
国
の
成
長
戦
略
、
第
四
次
産
業
革
命
を
牽
引
す
る
、
自
動
車
の
自
動
運
転
及
び
小
型
無
人
機
の
遠
隔
操
作
等
の
高
度

な
産
業
技
術
の
社
会
実
装
を
世
界
に
先
駆
け
て
実
現
す
る
た
め
、
迅
速
か
つ
集
中
的
に
実
証
実
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
日
本
版
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
制
度
を
速
や
か
に
創
設
す
る
こ
と
。 

な
お
、
実
証
実
験
に
際
し
て
は
、
地
域
の
住
民
等
の
理
解
の
下
、
そ
の
安
全
の
確
保
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


